
 
 

水道局企業管理

規 程 番 号 水道局企業管理規程名 公布年月日 

水道局企業管理 
規 程 第 １ 号 

さいたま市水道局公告式規程の一部を改正する規

程 令和７年２月１０日 

水道局企業管理 
規 程 第 ２ 号 

さいたま市水道局市民開放施設管理規程の一部を

改正する規程 令和７年２月２０日 

水道局企業管理 
規 程 第 ３ 号 さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 令和７年２月２１日 

水道局企業管理 
規 程 第 ４ 号 

さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する

規程 
令和７年３月２８日 

水道局企業管理 
規 程 第 ５ 号 

さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する

規程 令和７年３月３１日 

水道局企業管理 
規 程 第 ６ 号 

さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する

規程 
令和７年３月３１日 

水道局企業管理 
規 程 第 ７ 号 

さいたま市水道局契約事務規程の一部を改正する

規程 
令和７年３月３１日 

水道局企業管理 
規 程 第 ８ 号 

さいたま市水道局物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める規程の一部を改正する規程 
令和７年３月３１日 

水道局企業管理 
規 程 第 ９ 号 

さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正

する規程 
令和７年３月３１日 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第１号 

さいたま市水道局公告式規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局公告式規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（企業管理規程の公表） （企業管理規程の公表） 
第２条 企業管理規程を公表しようとするときは、

公表の旨の前文、年月日及び水道事業管理者名を

記入しなければならない。 

第２条 企業管理規程を公表しようとするときは、

公表の旨の前文、年月日及び水道事業管理者名を

記入し、水道事業管理者印を押さなければならな

い。 
２ 企業管理規程の公表は、市のホームページに設

置した掲示場に掲示すること（公布する事項を記

録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）を電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって

直接受信されることを目的として公衆からの求め

に応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は

有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）を

利用して公衆が閲覧することができる状態に置く 

措置をとることをいう。）により行うものとする。

ただし、自動公衆送信に係る障害その他特別の事 

由があるときは、別表の掲示場に掲示することに 

より行うことができるものとする。 

３ 前項ただし書の規定により公表するときは、水

道事業管理者印を押さなければならない。 

 

２ 企業管理規程の公表は、別表の掲示場に掲示す

ることにより行うものとする。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第２号 

さいたま市水道局市民開放施設管理規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局市民開放施設管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規

程第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 様式第２号を次のように改める。 

  

改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

市民開放施設(ゲートボール場・庭球場)利 

用申込書 

［略］ 

（宛先）さいたま市水道事業管理者 

［略］ 

［略］ 
 

市民開放施設(ゲートボール場・庭球場)利 

用申込書 

［略］ 

（あて先）さいたま市水道事業管理者 

［略］ 

［略］ 

備

考 

 

 

  



 

 

様式第２号(第４条関係) 

 

  許可番号

　年　月　日

様

さいたま市水道事業管理者

市民開放施設（ゲートボール場・庭球場）利用許可書

備
　
　
考

　　　　年　月　日で申込のあった市民開放施設（ゲートボール場・庭球場）
　　　の利用申込について、利用を許可します。



 

 

附 則 

 この規程は、令和７年３月１日から施行する。 



 

さいたま市水道局企業管理規程第３号 

さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局会計規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（金融機関に対する検査） 

第９条 管理者は、令第２２条の４の規定により、

毎事業年度定期又は臨時に職員をして指定金融機

関における業務に係る公金の収納事務等について

検査をさせなければならない。 

 

（資金前渡又は概算払の精算） 

第４２条 資金前渡又は概算払を受けた者は、次に

掲げるところにより精算をしなければならない。 

⑴ ［略］ 

⑵ 四半期ごとに必要とする経費の前渡金にあっ 

ては、各四半期の末日の属する月の翌月１０日 

までに精算書を作成し、証拠書類を添付の上、 

課長を経て管理者に提出すること。 

⑶ 前２号の前渡金以外の前渡金及び概算払にあ 

っては、その用件の終了後１０日以内に精算書 

を作成し、証拠書類を添付の上、課長を経て管 

理者に提出すること。 

２・３ ［略］ 

 

（固定資産の範囲） 

第７１条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 有形固定資産 

ア・イ ［略］ 

ウ 構築物 

 

 

エ～ケ ［略］ 

⑵・⑶ ［略］ 

 

（金融機関に対する検査） 

第９条 管理者は、令第２２条の５の規定により、

毎事業年度定期又は臨時に職員をして指定金融機

関における業務に係る公金の収納事務等について

検査をさせなければならない。 

 

（資金前渡又は概算払の精算） 

第４２条 資金前渡又は概算払を受けた者は、次に

掲げるところにより精算をしなければならない。 

⑴ [略] 

 

 

 

 

⑵ 前号の前渡金以外の前渡金及び概算払にあっ 

ては、その用件の終了後１０日以内に精算書を 

作成し、証拠書類を添付の上、課長を経て管理 

者に提出すること。 

２・３ ［略］ 

 

（固定資産の範囲） 

第７１条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 有形固定資産 

ア・イ ［略］ 

ウ 構築物（配水設備については、管口径７５ 

ミリメートル以上のもの及び配水小管に限る。

） 

エ～ケ ［略］ 

⑵・⑶ ［略］ 

  

（予算の編成方針の通知） 

第９３条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、

（予算の編成方針の通知） 

第９３条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、



 

毎年９月３０日までに水道局長（以下「局長」と

いう。）に通知するものとする。 

２ 局長は、前項の予算編成方針を事務分掌規程第

２条に規定する部の長（以下「部長」という。）

に周知しなければならない。 

 

毎年９月３０日までに業務部長に通知するものとす

る。 

２ 業務部長は、前項の予算編成方針を事務分掌規 

 程第２条に規定する部の長（以下「部長」という。

）に周知しなければならない。 

 

（予算に関する見積書等） 

第９４条 部長は、前条の予算編成方針に基づき、

次に掲げる予算に関する書類（以下「見積書等」

という。）のうち、必要な書類を作成し、局長に

提出しなければならない。 

 ⑴～⑽ ［略］ 

２ 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

⑴～⑶ ［略］ 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、局長が必要とす 

る事項 

  

（予算原案の作成） 

第９５条 局長は、前条の規定により提出された見 

 積書等の内容について部長の意見を聴いて、予算 

 原案を作成の上管理者に提出しなければならない。

 

 

（予算原案の通知及び説明資料の提出） 

第９６条 局長は、予算原案について管理者の査定

があったときは、これを直ちに部長に通知しなけ

ればならない。 

２ 部長は、前項の通知を受けたときは、予算の説 

 明資料を作成し、局長に提出しなければならない。

 

 

（予算の通知） 

第９８条 局長は、予算が成立したときは、直ちに

これを部長に通知しなければならない。 

 

（予算の配当） 

第１００条 部長は、毎事業年度開始の日前１０日 

 までに（ただし、やむを得ない事情がある場合は、

 この限りでない。）水道事業の適切な運営を確保 

 するために必要な予算執行計画の資料を局長に提 

出しなければならない。 

２ 局長は、前項の予算執行計画資料を調整し、管

理者の決裁を受けて部長に四半期ごとの予算を配

当しなければならない。ただし、管理者が必要と

認めたときは、臨時に予算を配当することができ

る。 

 

（予算流用及び予備費支出） 

第１０１条 部長は、予算流用又は予備費の支出を

（予算に関する見積書等） 

第９４条 部長は、前条の予算編成方針に基づき、

次に掲げる予算に関する書類（以下「見積書等」

という。）のうち、必要な書類を作成し、業務部

長に提出しなければならない。 

 ⑴～⑽ ［略］ 

２ 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

⑴～⑶ ［略］ 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、業務部長が必要 

とする事項 

  

（予算原案の作成） 

第９５条 業務部長は、前条の規定により提出され

た見積書等の内容について部長の意見を聴いて、

予算原案を作成の上管理者に提出しなければなら

ない。 

 

（予算原案の通知及び説明資料の提出） 

第９６条 業務部長は、予算原案について管理者の

査定があったときは、これを直ちに部長に通知し

なければならない。 

２ 部長は、前項の通知を受けたときは、予算の説

明資料を作成し、業務部長に提出しなければなら

ない。 

 

（予算の通知） 

第９８条 業務部長は、予算が成立したときは、直

ちにこれを部長に通知しなければならない。 

 

（予算の配当） 

第１００条 部長は、毎事業年度開始の日前１０日 

 までに（ただし、やむを得ない事情がある場合は、

 この限りでない。）水道事業の適切な運営を確保 

 するために必要な予算執行計画の資料を業務部長 

 に提出しなければならない。 

２ 業務部長は、前項の予算執行計画資料を調整し 

 管理者の決裁を受けて部長に四半期ごとの予算を 

 配当しなければならない。ただし、管理者が必要 

 と認めたときは、臨時に予算を配当することがで 

 きる。 

 

（予算流用及び予備費支出） 

第１０１条 部長は、予算流用又は予備費の支出を



 

必要とするときは、予算変更伺書を局長に提出し

なければならない。 

２ 局長は、前項の伺書を審査し、管理者の決裁を

受け、予算変更通知書により当該部長に通知する

ものとする。 

 

（予算の執行委任） 

第１０２条 ［略］ 

２ 部長は、前項の規定により執行を委任しようと

するときは、管理者の決裁を受け、予算執行委任

書により当該委任を受ける部長に通知するととも

に、予算執行委任通知書を局長に提出しなければ

ならない。 

 

（弾力条項の適用） 

第１０３条 部長は、法第２４条第３項の規定によ

り弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力

条項適用調書を作成し、局長に提出しなければな

らない。 

２ 局長は、前項の弾力条項適用調書の提出があっ

たときは、これを審査し、管理者の決裁を受けな

ければならない。 

３ 前項の決裁があったときは、局長はその旨を当

該部長に通知しなければならない。 

４・５ ［略］ 

 

（継続費逓次繰越及び予算の繰越） 

第１０５条 部長は、継続費に係る毎事業年度の支

出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生

じなかったものがある場合において、その額を翌

年度に逓次繰越をしようとするとき又は法第２６

条第１項及び第２項ただし書の規定により予算繰

越をしようとするときは、繰り越すべき事業年度

の４月１日までに継続費繰越調書又は予算繰越調

書を作成し、局長に提出しなければならない。 

 

（繰越計算書） 

第１０６条 局長は、前条の規定による継続費繰越 

調書、予算繰越調書に基づき繰越計算書を作成し、

管理者の決裁を受けなければならない。 

２ ［略］ 

必要とするときは、予算変更伺書を業務部長に提

出しなければならない。 

２ 業務部長は、前項の伺書を審査し、管理者の決

裁を受け、予算変更通知書により当該部長に通知

するものとする。 

 

（予算の執行委任） 

第１０２条 ［略］ 

２ 部長は、前項の規定により執行を委任しようと

するときは、管理者の決裁を受け、予算執行委任

書により当該委任を受ける部長に通知するととも

に、予算執行委任通知書を業務部長に提出しなけ

ればならない。 

 

（弾力条項の適用） 

第１０３条 部長は、法第２４条第３項の規定によ

り弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力

条項適用調書を作成し、業務部長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 業務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出が

あったときは、これを審査し、管理者の決裁を受

けなければならない。 

３ 前項の決裁があったときは、業務部長はその旨

を当該部長に通知しなければならない。 

４・５ ［略］ 

 

（継続費逓次繰越及び予算の繰越） 

第１０５条 部長は、継続費に係る毎事業年度の支 

 出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生 

 じなかったものがある場合において、その額を翌 

 年度に逓次繰越をしようとするとき又は法第２６ 

 条第１項及び第２項ただし書の規定により予算繰 

 越をしようとするときは、繰り越すべき事業年度 

 の４月１日までに継続費繰越調書又は予算繰越調 

 書を作成し、業務部長に提出しなければならない。

 

（繰越計算書） 

第１０６条 業務部長は、前条の規定による継続費

繰越調書、予算繰越調書に基づき繰越計算書を作

成し、管理者の決裁を受けなければならない。 

２ ［略］ 

  

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第４号 

さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局文書管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第４号

）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（文書の取扱いの原則） （文書の取扱いの原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 文書は、法令等の定めにより電磁的記録以外で

の作成若しくは保存が義務付けられている場合又

は電磁的記録による管理がふさわしくない場合を

除き、電磁的記録による作成又は取得に努めるも

のとする。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 

  

（文書の収受） （文書の収受） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の規定により収受した文書のうち、電磁

的記録でない文書は、文書主管課長の定めるとこ

ろにより当該文書に係る電磁的記録を電子文書管

理システムに記録するものとする。ただし、電磁

的記録でない文書が大量である等の理由により、

電磁的記録への変換が困難な場合は、この限りで

ない。 

 

４ 前３項の規定にかかわらず、同種の文書を定例 

的若しくは大量に収受するとき、又は第１４条第 

２項各号に規定する手続により起案の処理をする 

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳 

簿（電磁的記録により作成するものを含む。 )に  

より文書の収受の記録を管理することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、同種の文書を定例 

的若しくは大量に収受するとき、又は第１４条第 

２項各号に規定する手続により起案の処理をする 

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳 

簿（電磁的記録により作成するものを含む。 )に  

より文書の収受の記録を管理することができる。 

５ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第９項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２５条第３項におい

４ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２５条第３項におい



 

 

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書であ

るときは、前各項の規定による処理を省略するこ

とができる。 

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書であ

るときは、前３項の規定による処理を省略するこ

とができる。 

  

（供覧） （供覧） 

第１３条 収受した文書又は作成した文書で次の各

号のいずれかに該当するものは、電子文書管理シ

ステムを使用した供覧は当該システムに所要事項

を記録した上で、当該システムに記録した電磁的

記録（ただし、当該電磁的記録の一部について当

該システムに記録することが困難な場合は、別に

定めるところによる。以下この条において同じ。 

 ）により、又は供覧用紙（様式第４号）を用いて、

 電子決裁システムを使用した供覧は当該システム

に所要事項を記録した上で、当該システムに記録

した電磁的記録により、又は当該システムから出

力される帳票等を用いて、関係者に供覧しなけれ

ばならない。 

第１３条 収受した文書又は作成した文書で次の各

号のいずれかに該当するものは、電子文書管理シ

ステムを使用した供覧は当該システムに所要事項

を記録した上で、当該システムに記録した電磁的

記録（ただし、当該電磁的記録の一部について当

該システムに記録することが困難な場合は、別に

定めるところによる。以下この条において同じ。 

 ）により、又は供覧用紙（様式第４号）を用いて、

 電子決裁システムを使用した供覧は当該システム

に所要事項を記録した上で、当該システムに記録

した電磁的記録により、又は当該システムから出

力される帳票等を用いて、関係者に供覧しなけれ

ばならない。 

 ⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 報告若しくは回答を要しない文書又は周知の 

ために送付された文書（前条第５項に規定する

文書を除く。） 

 ⑶ 報告若しくは回答を要しない文書又は周知の 

ために送付された文書（前条第４項に規定する

文書を除く。） 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（公印） （公印） 

第２３条 施行する文書のうち次の各号のいずれか 

に該当するものは、さいたま市水道局公印規程（ 

平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第５号 

）第１０条の規定により公印を押印し、重要なも 

のについては、原議書と契印しなければならない。

ただし、文書主管課長が認めたものは、この限り 

でない。 

 ⑴ 法令等において公印の押印を要することとさ

れている文書 

 ⑵ 相手方の権利又は義務に重大な影響を及ぼす

可能性のある文書 

 ⑶ 身分、資格、その他特定の事実を証明する文

書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、公印の押印が特

に必要であると主務課長が認めた文書 

第２３条 施行する文書には、さいたま市水道局公 

印規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規 

程第５号）の規定により公印を押印し、重要なも 

のについては、原議書と契印しなければならない。

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか

に該当するときは、公印の押印を省略することが

できる。 

 ⑴ 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文  

  書 

 ⑵ 図書類の送付状 

 ⑶ 庁内文書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、水道総務課長が 

認めたもの 



 

 

 ３ 前項の場合において、文書に「（公印省略）」 

の記載をするものとする。ただし、その必要がな

いと主務課長が認めるときは、当該記載をしない

ことができる。 

  

（文書の保存期間等） （文書の保存期間等） 

第３４条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録でない文

書のうち第１２条第３項本文の規定により当該文

書の電磁的記録を電子文書管理システムに記録し

た文書の保存期間は、別に定めるところによる。 

 

５ 文書の保存期間は、第３項の区分に従い、文書

の重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを

単位として、主務課長が定めるものとする。ただ

し、前条第９項の水道局共通ファイル基準表に係

る個別フォルダーの保存期間については、水道総

務課長が定めるものとする。 

４ 文書の保存期間は、前項の区分に従い、文書の

重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを単 

 位として、主務課長が定めるものとする。ただし、

 前条第９項の水道局共通ファイル基準表に係る個

別フォルダーの保存期間については、水道総務課

長が定めるものとする。 

６ ［略］ ５ ［略］ 

  

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第５号 

   さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務専決規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第６号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（代決） 

第７条 急ぎの決裁を必要とするときで、管理者又

は専決権者が不在のときは、次の表の区分によっ

て、当該事案を主管する代決権者が代決すること

ができる。 

決裁権者 代決権者 

［略］ 

水道工事検査監 水道工事検査監があ

らかじめ指定した職

員 

 

別表第１（第３条関係） 

共通専決事項 
１ 事務の執行 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～１１ ［略］ 

１２ 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２の３第

１項に規定する指定納付受託者に

関すること。 

○   

１３ 地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９号）第３３条の２で準

用する地方自治法第２４３条の２

第２項に規定する指定公金事務取

扱者に関すること。 

○   

２ 人事・服務 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～３ ［略］ 

４ 勤務時間及び休憩時間の割振り

をすること。 

 ⑴ 局に属する局長相当職、部長

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

（代決） 

第７条 急ぎの決裁を必要とするときで、管理者又

は専決権者が不在のときは、次の表の区分によっ

て、当該事案を主管する代決権者が代決すること

ができる。 

決裁権者 代決権者 

［略］ 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

共通専決事項 
１ 事務の執行 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～１１ ［略］ 

１２ 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２の３第

１項の規定により、指定納付受託

者を指定すること。 

  ○ 

１３ 地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９号）第３３条の２で準

用する地方自治法第２４３条の２

第１項の規定による指定公金事務

取扱者の指定をすること。 

  ○ 

２ 人事・服務 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～３ ［略］ 

 

 

 

   



 

 

及び総合調整幹 

⑵ 部に属する部長相当職、課長 

及び調整幹 

⑶ 課に属する課長相当職及び所 

属職員 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

３～５ ［略］ 

６ 工事の執行 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～５ ［略］ 

６ 各種工事の検査をすること。 

⑴ 単価請負契約工事 

⑵ その他特に命じられたもの 

 

〇 

〇 

  

７ ［略］  

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

 

別表第２（第３条関係） 
個別専決事項 

業務部  

課所名 専決事項 
課

長 

部

長 

局

長 

水道総務

課 

 

 

 

１ ［略］ 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

３～５ ［略］ 

６ 工事の執行 

専  決  事  項 
課

長 

部

長 

局

長 

１～５ ［略］ 

 

 

 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

 

別表第２（第３条関係） 
個別専決事項 

業務部  

課所名 専決事項 
課

長 

部

長 

局

長 

水道総務

課 
１ 告示及び公示の掲

示依頼等に関するこ

と。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

［略］ 

管財課 １ 入札参加者の指名

及び入札保証金の免

除に関すること。 
 ⑴ 工事等 
  ア １件の設計金

額が工事につい

ては４００万円

を超え２，５０

０万円未満、工

事に伴う委託に

ついては２００

万円を超え１，

０００万円未満 
  イ １件の設計金 

額が工事につい 
ては４００万円 
以下、工事に伴 
う委託について 
は２００万円以 
下 

⑵ 業務委託及び賃 
 借 
 ア ［略］ 

 イ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が業務委託 
については２０ 
０万円を超え５ 
００万円未満、 
賃借については 
１５０万円を超 
え５００万円未 
満 

  ウ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が業務委託 
については２０ 
０万円以下、賃 
借については１ 
５０万円以下 

 ⑶ 物品（物品の修 
繕も含む。） 
ア ［略］ 

イ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が３００万 
円を超え１，０ 
００万円未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

［略］ 

管財課 １ 入札参加者の指名

及び入札保証金の免

除に関すること。 
 ⑴ 工事等 
  ア １件の設計金

額が工事につい

ては２５０万円

を超え２，５０

０万円未満、工

事に伴う委託に

ついては１００

万円を超え１，

０００万円未満 
  イ １件の設計金 

額が工事につい 
ては２５０万円 
以下、工事に伴 
う委託について 
は１００万円以 
下 

⑵ 業務委託及び賃 
 借 
 ア ［略］ 

 イ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が業務委託 
については１０ 
０万円を超え５ 
００万円未満、 
賃借については 
１６０万円を超 
え５００万円未 
満 

  ウ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が業務委託 
については１０ 
０万円以下、賃 
借については１ 
６０万円以下 

 ⑶ 物品（物品の修 
繕も含む。） 
ア ［略］ 

イ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が１６０万 
円を超え１，０ 
００万円未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 



 

 

  ウ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が３００万 
円以下 

〇 

 ２～７ ［略］    

[略] 

給水工事

課 

１～５ ［略］ 

 

 

６ ［略］ 

   

 [略] 
 

  ウ 契約１件当た 
りの支出負担行 
為額が１６０万 
円以下 

２～７ ［略］ 

〇 

 

 

 

 

[略] 

給水工事

課 
１～５ ［略］ 

６ 雑用水の利用計画

に関すること。 

７ ［略］ 

 

 

 

〇 

 

 

[略] 
 

   

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第６号 

    さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務分掌規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務） 
第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 
 業務部 
  水道総務課 
 ⑴～⑹ ［略］ 
 
 ⑺ ［略］ 
 ⑻ ［略］ 
 ⑼ ［略］ 
 ⑽ ［略］ 
 ⑾ ［略］ 
 ⑿ ［略］ 
 ⒀ ［略］ 
 ⒁ ［略］ 
 ⒂ ［略］ 
 ⒃ ［略］ 
 ⒄ ［略］ 
 ⒅ ［略］ 
 ⒆ ［略］ 
 ⒇ ［略］ 
 (21) ［略］ 
 (22)  ［略］ 

 (23) ［略］ 
  (24) ［略］ 
  (25) ［略］ 
  (26) ［略］ 
 
  (27) ［略］ 
  (28) ［略］ 
  経営企画課 
 ⑴～⑺ ［略］ 

 （分掌事務） 
第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 
 業務部 
  水道総務課 
 ⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 水道局例規集の編さん及び保存に関すること。

 ⑻ ［略］ 
 ⑼ ［略］ 
 ⑽ ［略］ 
 ⑾ ［略］ 
 ⑿ ［略］ 
 ⒀ ［略］ 
 ⒁ ［略］ 
 ⒂ ［略］ 
 ⒃ ［略］ 
 ⒄ ［略］ 
 ⒅ ［略］ 
 ⒆ ［略］ 
 ⒇ ［略］ 
 (21) ［略］ 
 (22)  ［略］ 

 (23) ［略］ 
  (24) ［略］ 
  (25) ［略］ 
  (26) ［略］ 
 (27) ［略］ 
 (28) 無線電話設備の管理に関すること。 
 (29) ［略］ 
  (30) ［略］ 
  経営企画課 
 ⑴～⑺ ［略］ 



 

 

 ⑻ 水道分野の国際事業の企画及び推進に関する

こと。 

［略］ 
営業課 

⑴～⑻ ［略］ 
 
 給水装置課 

⑴・⑵ ［略］ 
⑶ 給水装置の管理に係る調査、研究及び啓発に 

関すること。 

⑷～⑻ ［略］ 
 ⑼ 自動遠隔検針設備に関すること。 

給水工事課 

⑴～⑻ ［略］ 
 

 ⑼ ［略］ 
 ⑽ ［略］ 
 ［略］ 

  
 

［略］ 
営業課 

⑴～⑻ ［略］ 
⑼ 自動遠隔検針設備に関すること。 
 給水装置課 

⑴・⑵ ［略］ 
⑶ さいたま市立小学校及び中学校の飲用水直結 

化推進事業に関すること。 

⑷～⑻ ［略］ 
  

給水工事課 

⑴～⑻ ［略］ 
 ⑼ 雑用水の利用促進に関すること。 

 ⑽ ［略］ 
 ⑾ ［略］ 
 ［略］ 

  

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第７号 

   さいたま市水道局契約事務規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入札参加者の資格）  （入札参加者の資格） 

第１８条の２ ［略］ 第１８条の２ ［略］ 

２ 管理者は、前項に規定する資格を定めたときは、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又はさ 

いたま市水道局公告式規程（平成１３年さいたま 

市水道部企業管理規程第６号）第２条第２項の例 

による掲示その他の方法により公示しなければな 

らない。 

２ 管理者は、前項に規定する資格を定めたときは、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲 

示場への掲示その他の方法により公示しなければ 

ならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

 （入札の公告）  （入札の公告） 

第１９条 令第１６７条の６第１項に規定する公告 

は、入札期日の前日から起算して１０日前までに、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又はさ 

いたま市水道局公告式規程第２条第２項の例によ 

る掲示その他の方法により行うものとする。ただ 

し、急を要する場合においては、その期間を５日 

前までに短縮することができる。 

第１９条 令第１６７条の６第１項に規定する公告 

は、入札期日の前日から起算して１０日前までに、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲 

示場への掲示その他の方法により行うものとする。

ただし、急を要する場合においては、その期間を 

５日前までに短縮することができる。 

  

（随意契約によることができる額） （随意契約によることができる額） 

第３３条 公企令第２１条の１３第１項第１号の規 

定により企業管理規程で定める額は、次の各号に 

掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額と 

する。 

第３３条 公企令第２１条の１３第１項第１号の規 

定により企業管理規程で定める額は、次の各号に 

掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額と 

する。 

⑴ 工事又は製造の請負 ４００万円 ⑴ 工事又は製造の請負 ２５０万円 

⑵ 財産の買入れ ３００万円 ⑵ 財産の買入れ １６０万円 

⑶ 物件の借入れ １５０万円 ⑶ 物件の借入れ ８０万円 

⑷ 財産の売払い １００万円 ⑷ 財産の売払い ５０万円 

⑸ 物件の貸付け ５０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円 

⑸ 物件の貸付け ３０万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 



 

 

  

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第８号 

   さいたま市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を 

   改正する規程 

 さいたま市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成１５年

さいたま市水道部企業管理規程第２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （一般競争入札の公告）  （一般競争入札の公告） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

 ２ 一連の調達契約のうち最初の契約に係る前項の

公告において、当該最初の契約以外の契約に係る

同項の公告を、その入札期日の前日から起算して

少なくとも２４日前に行う旨を記載した場合は、

当該最初の契約以外の契約に係る一般競争入札に

ついては、同項中「４０日前」を「２４日前」と

読み替えて同項の規定を適用する。 

２ 前項の公告は、さいたま市契約公報により行う

ものとする。 

３ 第１項の公告は、さいたま市契約公報により行

うものとする。 

３ ［略］ ４ ［略］ 

  

 （指名競争入札の公示等）  （指名競争入札の公示等） 

第６条 管理者は、特定調達契約について指名競争

入札に付そうとするときは、特例政令第７条第１

項の規定による公示を前条第１項及び第２項の規

程の例によりしなければならない。 

第６条 管理者は、特定調達契約について指名競争

入札に付そうとするときは、特例政令第７条第１

項の規定による公示を前条第１項から第３項まで

の規程の例によりしなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 特定調達契約に係る施行令第１６７条の１２第

２項の規定による通知は、第１項の公示の日以後

に行うものとする。この場合において、当該通知

は、前条第１項に規定する期間内に行わなければ

ならない。 

３ 特定調達契約に係る施行令第１６７条の１２第

２項の規定による通知は、第１項の公示の日以後

に行うものとする。この場合において、当該通知

は、前条第１項（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に規定する期間内に

行わなければならない。 

  

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市水道局企業管理規程第９号 

   さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局企業職員就業規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （勤務時間等の特例） 

第９条 第４条から前条まで（第６条を除く。）の

規定にかかわらず、別表第１に掲げる職員の勤務

時間、勤務時間の割振り及び週休日は、同表の定

めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員

等及び定年前再任用短時間勤務職員については、

管理者が別に定める。 

２ 第６条及び前項に定めるもののほか、管理者は、

職員が勤務の特殊性その他の事由により、特別の 

形態によって勤務する必要があると認めるときは、

当該職員に係る勤務時間の割振り及び休憩時間を 

別に定めることができる。 

３ 前項に定めるもののほか、業務の都合によりや

むを得ない場合は、業務の実情に応じ所属長が休

憩時間を定めることができるものとする。 

 

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限） 

第１２条の２ 管理者は、小学校就学の始期に達す

るまでの子のある職員が、当該子を養育するため

に請求した場合には、当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講じることが著しく困難

であるときを除き、第１１条に規定する勤務（災

害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせては

ならない。 

２～８ ［略］ 

９ 時間外勤務制限開始日から起算して第１項又は

第２項の規定による請求に係る期間を経過する日

の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が

生じた場合には、第１項又は第２項の規定による

請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生

じた日までの期間についての請求であったものと

 （勤務時間等の特例） 

第９条 第４条から前条までの規定にかかわらず、

別表第１に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割

振り、週休日及び休憩時間は、同表の定めるとこ

ろによる。ただし、育児短時間勤務職員等及び定

年前再任用短時間勤務職員については、管理者が

別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか、管理者は、職員が勤

務の特殊性その他の事由により、特別の形態によ

って勤務する必要があると認めるときは、当該職

員に係る勤務時間の割振り及び休憩時間を別に定

めることができる。 

 

 

 

 

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限） 

第１２条の２ 管理者は、３歳に満たない子のある 

職員が、当該子を養育するために請求した場合に 

は、当該請求をした職員の業務を処理するための 

措置を講ずることが著しく困難であるときを除き、

第１１条に規定する勤務（災害その他避けること 

のできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項 

において同じ。）をさせてはならない。 

 

２～８ ［略］ 

９ 時間外勤務制限開始日から起算して第１項又は

第２項の規定による請求に係る期間を経過する日

の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が

生じた場合には、第１項又は第２項の規定による

請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生

じた日までの期間についての請求であったものと



 

 

みなす。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達し

た場合 

 

１０・１１ ［略］ 

１２ 前各項（第８項第４号を除く）の規定は、要

介護者を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項及び第２項中「小学校就学の

始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養

育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当

該要介護者を介護する」と、第１項中「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講じる

ことが著しく困難である」とあるのは「公務の運

営に支障がある」と、第４項中「第１項又は第２

項に規定する」とあるのは「第１項に規定する公

務の運営に支障があるかどうか又は第２項に規定

する」と、第５項中「第１項又は第２項の」とあ

るのは「第２項の」と、「第１項又は第２項に」

とあるのは「同項に」と、第８項第１号及び第３

号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２

号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該

請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「

要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消

滅した」と、同項第５号中「、第２号又は前号」

とあるのは「又は第２号」と、「子のある職員」

とあるのは「要介護者のある職員」と、第９項中

「次の各号」とあるのは「前項第１号から第３号

まで及び第５号」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 （特別休暇） 

第１８条 ［略］ 

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合 

 とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

⑴～(21） ［略］ 

 (22) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者 

等の子を含む。以下この号において同じ。）を 

養育する職員が、その子の看護等（負傷し、若 

しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予 

防を図るために必要なものとして管理者が定め 

るその子の世話若しくは学校保健安全法（昭和 

３３年法律第５６号）第２０条の規定による学 

校の休業その他これに準じるものとして管理者 

が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又 

はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち 

管理者が定めるものへの参加をすることをいう。

）のため勤務しないことが相当であると認めら 

れる場合 一の年において５日（その養育する 

みなす。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 当該請求に係る子が、第 1 項の規定による請 

  求にあっては３歳に、第２項の規定による請求 

にあっては小学校就学の始期に達した場合 

１０・１１ ［略］ 

１２ 前各項（第８項第４号を除く）の規定は、要

介護者を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「３歳に満たない子のある

職員が、当該子を養育する」とあり、及び第２項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者

のある職員が、当該要介護者を介護する」と、第

１項中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」とあ

るのは「公務の運営に支障がある」と、第４項中

「第１項又は第２項に規定する」とあるのは「第

１項に規定する公務の運営に支障があるかどうか

又は第２項に規定する」と、第５項中「第１項又

は第２項の」とあるのは「第２項の」と、「第１

項又は第２項に」とあるのは「同項に」と、第８

項第１号及び第３号中「子」とあるのは「要介護

者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の

取消しにより当該請求をした職員の子でなくなっ

た」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員

との親族関係が消滅した」と、同項第５号中「、

第２号又は前号」とあるのは「又は第２号」と、

「子のある職員」とあるのは「要介護者のある職

員」と、第９項中「次の各号」とあるのは「前項

第１号から第３号まで及び第５号」と読み替える

ものとする。 

 

 （特別休暇） 

第１８条 ［略］ 

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合 

 とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

⑴～(21） ［略］ 

 (22) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者

等の子を含む。以下この号において同じ。）を

養育する職員が、その子の看護（負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予

防を図るために必要なものとして管理者が定め

るその子の世話を行うことをいう。）のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日（その養育する中学校就学

の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）の範囲内でその都度必要と認

める期間 

 

 



 

 

中学校就学の始期に達するまでの子が２人以上 

の場合にあっては、１０日）の範囲内でその都 

度必要と認める期間 

 (23)・(24) ［略］ 

３・４ ［略］ 

 

 

 

(23)・(24) ［略］ 

３・４ ［略］ 

  

 別表第１を次のように改める。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１(第９条関係) 

課所 職員 勤務時間 勤務時間の割振り 週休日 

工務課 全職員 ４週間を平均して

１週間について３

８時間４５分 

始業時刻 終業時刻 ４週間につい

て８日とし、

業務の実情に

応じ課長が定

める。 

午前８時３０分 午後５時１５分

勤務時間の割振りは、業務の実

情に応じ課長が行う。 

配水管理

事務所 

所長が指定し

た職員 

４週間を平均して

１週間について３

８時間４５分 

始業時刻 終業時刻 ４週間につい

て８日とし、

業務の実情に

応じ所長が定

める。 

午前８時３０分 午後５時１５分

勤務時間の割振りは、業務の実

情に応じ所長が行う。 

 



 

 

  附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


